
議第１６３号 

   呉市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例の制定について 

 呉市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例 

 （呉市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第１条 呉市道路占用料徴収条例（昭和２９年呉市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及び太枠で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 占用物件 

 

占用料   占用物件 

 

占用料  

 
単位 

１級地

（円） 

２級地

（円） 

  
単位 

１級地

（円） 

２級地

（円） 

 

 法第３

２条第

１項第

１号に

掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につ

き１年○ 

５１０ ４２０   法第３

２条第

１項第

１号に

掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につ

き１年○ 

５７０ ４８０  

 第２種電柱 ７９０ ６５０   第２種電柱 ８７０ ７３０  

 第３種電柱 １，１００ ８８０   第３種電柱 １，２００ ９９０  

 第１種電話柱 ４６０ ３８０   第１種電話柱 ５１０ ４３０  

 第２種電話柱 ７３０ ６１０   第２種電話柱 ８１０ ６８０  

 第３種電話柱 １，０００ ８３０   第３種電話柱 １，１００ ９４０  

  その他の柱類 ４６ ３８    その他の柱類 ５１ ４３  

  共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

５ ４    共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

５ ４  

  地下に設ける電線そ

の他の線類 

３ ２    地下に設ける電線そ

の他の線類 

３ ３  

  路上に設ける変圧器 １個につ

き１年 

４５０ ３７０    路上に設ける変圧器 １個につ

き１年 

４９０ ４２０  

  地下に設ける変圧器 占用面積 ２７０ ２３０    地下に設ける変圧器 占用面積 ３００ ２６０  



   １平方メ

ートルに

つき１年 

      １平方メ

ートルに

つき１年 

   

  変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所○○○○○○ 

１個につ

き１年 

９１０ ７６０    変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所○○○○○○ 

１個につ

き１年 

１，０００ ８５０  

  郵便差出箱及び信書

便差出箱○○○○○ 

３８０ ３２０    郵便差出箱及び信書

便差出箱○○○○○ 

４２０ ３６０  

  広告塔 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，９００ ９６０    広告塔 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，８００ ８７０  

  その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

９１０ ７６０    その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，０００ ８５０  

 法第３

２条第

１項第

２号に

掲げる

物件○ 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

１９ １６   法第３

２条第

１項第

２号に

掲げる

物件○ 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

２１ １８  

 外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

２７ ２３   外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

３０ ２６  

 外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

 ４１ ３４   外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

 ４５ ３８  

  外径が０．１５メー

トル以上０．２メー 

 ５５ ４５    外径が０．１５メー

トル以上０．２メー 

 ６１ ５１  



  トル未満のもの       トル未満のもの     

  外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの○○○ 

 ８２ ６８    外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの○○○ 

 ９１ ７７  

  外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの○○○ 

 １１０ ９１    外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの○○○ 

 １２０ １００  

  外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの○○○ 

 １９０ １６０    外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの○○○ 

 ２１０ １８０  

  外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの○○○○○ 

 ２７０ ２３０    外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの○○○○○ 

 ３００ ２６０  

  外径が１メートル以

上のもの○○○○○ 

 ５５０ ４５０    外径が１メートル以

上のもの○○○○○ 

 ６１０ ５１０  

       

 

   法第３

２条第

１項第

３号に  

自 動 運

行 補 助

施 設 ○ 

法第２

条第２

項第５

号に規 

地 下

に 設

け る

もの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

３ ３ 

 

 

 

          掲げる

施設○ 

 定する

自動運

行装置

による

検知の

対象と

して設 

そ の

他 の

もの 

 １０ ９  



            置する

導線そ

の他の

線類 

     

    

 

       道路の構造

又は交通の

状況を表示

する標示柱

その他の柱

類 

１本につ

き１年○ 

８１０ ６８０  

           その他

のもの 

上 空

に 設

け る

も の 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

５１０ ４３０  

            地 下

に 設

け る

も の 

 ３００ ２６０  

         その他のもの  １，０００ ８５０  

 法第３２条第１項第３号及

び第４号に掲げる施設 

占用面積

１平方メ 

９１０ ７６０   法第３２条第１項第４号に

掲げる施設 

占用面積

１平方メ 

１，０００ ８５０  

 法第３

２条第 

地下街

及び地 

階 数 が １ の

もの 

ートルに

つき１年 

Ａに０．００５を乗じ

て得た額 

  法第３

２条第 

地 下 街

及 び 地 

階数が１の

もの 

ートルに

つき１年 

Ａに０．００４を乗じ

て得た額 

 

 １項第

５号に 

下室 階 数 が ２ の

もの 

 Ａに０．００８を乗じ

て得た額 

  １項第

５号に 

下室 階数が２の

もの 

 Ａに０．００６を乗じ

て得た額 

 



 掲げる

施設 

 階 数 が ３ 以

上のもの 

 Ａに０．０１を乗じて

得た額○○○○○○○ 

  掲げる

施設 

 階数が３以

上のもの○ 

 Ａに０．００７を乗じ

て得た額○○○○○○ 

 

  上空に設ける通路  ９３０ ４８０    上空に設ける通路  ９００ ４３０  

  地下に設ける通路  ５６０ ２９０    地下に設ける通路  ５４０ ２６０  

  その他のもの  ９１０ ７６０    その他のもの  １，０００ ８５０  

 法第３

２条第

１項第

６号に

掲げる

施設○ 

祭礼，縁日その他の

催しに際し，一時的

に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

１９ １０   法第３

２条第

１項第

６号に

掲げる

施設○ 

祭礼，縁日その他の

催しに際し，一時的

に設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

１８ ９  

 その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１９０ ９６   その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１８０ ８７  

 令第７

条第１

号に掲

げる物 

件 

看 板

（アー

チであ

るもの

を 除

く。） 

一 時 的 に 設

けるもの 

表示面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１９０ ９６   令第７

条第１

号に掲

げる物 

件 

看 板

（ ア ー

チ で あ

る も の

を 除

く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１８０ ８７  

 そ の 他 の も

の 

表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，９００ ９６０   その他のも

の 

表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，８００ ８７０  

  標識 １本につ

き１年○ 

７３０ ６１０    標識 １本につ

き１年○ 

８１０ ６８０  

  旗ざお 祭礼，縁日そ

の 他 の 催 し

に際し，一時 

１本につ

き１日 

１９ １０    旗ざお 祭礼，縁日そ

の他の催し

に際し，一時 

１本につ

き１日 

１８ ９  



   的 に 設 け る

もの 

       的に設ける

もの 

    

   そ の 他 の も

の 

１本につ

き１月○ 

１９０ ９６     その他のも

の 

１本につ

き１月○ 

１８０ ８７  

  幕（令

第７条

第４号

に掲げ

る工事

用施設

である

ものを

除く。） 

祭礼，縁日そ

の 他 の 催 し

に際し，一時

的 に 設 け る

もの 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

１９ １０    幕 （ 令

第 ７ 条

第 ４ 号

に 掲 げ

る 工 事

用 施 設

で あ る

も の を

除く。） 

祭礼，縁日そ

の他の催し

に際し，一時

的に設ける

もの 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

１８ ９  

  そ の 他 の も

の 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１９０ ９６    その他のも

の 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１８０ ８７  

  アーチ 車 道 を 横 断

す る も の ○ 

１基につ

き１月○ 

１，９００ ９６０    アーチ 車道を横断

するもの○ 

１基につ

き１月○ 

１，８００ ８７０  

  そ の 他 の も

の 

９３０ ４８０    その他のも

の 

９００ ４３０  

 令第７条第２号に掲げる工

作物 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

９１０ ７６０   令第７条第２号に掲げる工

作物 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

１，０００ ８５０  

 令第７条第３号に掲げる施

設 

Ａに０．０３３を乗じ

て得た額○○○○○○ 

  令第７条第３号に掲げる施

設 

Ａに０．０３１を乗じ

て得た額○○○○○○ 

 

 令第７条第４号に掲げる工

事用施設及び同条第５号に

掲げる工事用材料 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１９０ ９６   令第７条第４号に掲げる工

事用施設及び同条第５号に

掲げる工事用材料 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１月 

１８０ ８７  

 令第７条第６号に掲げる仮

設建築物及び同条第７号に 

９１ ７６   令第７条第６号に掲げる仮

設建築物及び同条第７号に 

１００ ８５  



 掲げる施設     掲げる施設    

 令第７

条第８

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

Ａに０．０

１６を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１９を乗じ

て得た額 

  令第７

条第８

号に掲

げる施

設 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの 

占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

Ａに０．０

１２を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１４を乗じ

て得た額 

 

 上空に設けるもの Ａに０．０２３を乗じ

て得た額 

  上空に設けるもの Ａに０．０１７を乗じ

て得た額 

 

  地 下

（トン

ネルの

上の地

下を除

く。）に

設ける

もの 

階 数 が １ の

もの 

 Ａに０．００５を乗じ

て得た額 

   地 下

（ ト ン

ネ ル の

上 の 地

下 を 除

く。）に

設 け る

もの 

階数が１の

もの 

 Ａに０．００４を乗じ

て得た額 

 

  階 数 が ２ の

もの 

 Ａに０．００８を乗じ

て得た額 

   階数が２の

もの 

 Ａに０．００６を乗じ

て得た額 

 

  階 数 が ３ 以

上のもの 

 Ａに０．０１を乗じて

得た額 

   階数が３以

上のもの 

 Ａに０．００７を乗じ

て得た額 

 

  その他のもの  Ａに０．０３３を乗じ

て得た額 

   その他のもの  Ａに０．０２５を乗じ

て得た額 

 

 令第７

条第９

号に掲

げる施

設 

建築物  Ａに０．０

１６を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１９を乗じ

て得た額 

  令第７

条第９

号に掲

げる施

設 

建築物  Ａに０．０

１５を乗じ

て得た額○ 

Ａに０．０

１９を乗じ

て得た額○ 

 

 その他のもの  Ａに０．０

１２を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１３を乗じ

て得た額 

  その他のもの  Ａに０．０

１１を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１４を乗じ

て得た額 

 

 令第７

条第１ 

０号に

掲げる 

建築物  Ａに０．０２３を乗じ

て得た額 

  令第７

条第１ 

０号に

掲げる 

建築物  Ａに０．０２２を乗じ

て得た額 

 

 その他のもの  Ａに０．０

１２を乗じ 

Ａに０．０

１３を乗じ 

  その他のもの  Ａに０．０

１１を乗じ 

Ａに０．０

１４を乗じ 

 



 施設及

び自動

車駐車

場 

  て得た額 て得た額   施設及

び自動

車駐車

場 

  て得た額 て得た額 

 令第７

条第１

１号に

掲げる

応急仮

設建築

物 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの○○○○ 

 Ａに０．０

１６を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１９を乗じ

て得た額 

  令第７

条第１

１号に

掲げる

応急仮

設建築

物 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に

設けるもの 

 Ａに０．０

１５を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１９を乗じ

て得た額 

 

 上空に設けるもの  Ａに０．０２３を乗じ

て得た額 

  上空に設けるもの  Ａに０．０２２を乗じ

て得た額 

 

 その他のもの  Ａに０．０３３を乗じ

て得た額 

  その他のもの  Ａに０．０３１を乗じ

て得た額 

 

 令第７条第１２号に掲げる

器具 

 Ａに０．０３３を乗じ

て得た額 

  令第７条第１２号に掲げる

器具 

 Ａに０．０２５を乗じ

て得た額 

 

 令第７

条第１

３号に

掲げる

施設 

トンネルの上又は高

速自動車国道若しく

は自動車専用道路

（高架のものに限

る。）の路面下に設け

るもの 

 Ａに０．０

１６を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１９を乗じ

て得た額 

  令第７

条第１

３号に

掲げる

施設 

トンネルの上又は高

速自動車国道若しく

は自動車専用道路

（高架のものに限

る。）の路面下に設け

るもの 

 Ａに０．０

１５を乗じ

て得た額 

Ａに０．０

１９を乗じ

て得た額 

 

  上空に設けるもの○  Ａに０．０２３を乗じ

て得た額 

   上空に設けるもの  Ａに０．０２２を乗じ

て得た額 

 

  その他のもの○○○  Ａに０．０３３を乗じ

て得た額 

   その他のもの  Ａに０．０３１を乗じ

て得た額 

 

 備考 略   備考 略 

  

 （呉市河川等占用条例の一部改正） 



第２条 呉市河川等占用条例（昭和４４年呉市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

 占用物件 

 

占用料   占用物件 

 

占用料  

 単位 １級地（円） ２級地（円）   単位 １級地（円） ２級地（円）  

 通路 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

９１０ ７６０   通路 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，０００ ８５０  

 板囲い・足場

敷 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１９０ ９６   板囲い・足場

敷 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１８０ ８７  

 材料置場 占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１９０ ９６   材料置場 占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１８０ ８７  

  

 （呉市準用河川条例の一部改正） 

第３条 呉市準用河川条例（平成１７年呉市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

 占用物件 

 

占用料   占用物件 

 

占用料  

 単位 １級地 ２級地   単位 １級地 ２級地  

 通路その他

これに類す

るもの○○ 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

 

９１０円 ７６０円 

  通路その他

これに類す

るもの○○ 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

 

１，０００円 ８５０円 

 

 板囲い・足場

敷 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１９０円 ９６円   板囲い・足場

敷 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１８０円 ８７円  

 材料置場 占用面積１平方メ １９０円 ９６円   材料置場 占用面積１平方メ １８０円 ８７円  



  ートルにつき１月    ートルにつき１月    

  

   付 則 

この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 道路法施行令の一部改正による国道の占用料の額の改定に準じ，本市が管理する道路等の占用料の額の改定を行うととも 

に，新たな占用許可物件に係る占用料の額を定めるため，この条例案を提出する。 


